
 

 

関東地方整備局事業評価監視委員会（平成２０年度第２回） 

対 象 事 業 一 覧 
 

 

 ○再評価対象事業 

 事 業 箇 所 名 再評価理由

１．利根川水系総合水系環境整備事業 

(綾瀬川清流ルネッサンス) 
④ 

２．利根川水系総合水系環境整備事業 

(霞ヶ浦浚渫) 
④ 

３．利根川水系総合水系環境整備事業 

(霞ヶ浦田村・沖宿地区自然再生事業) 
② 

４．荒川水系総合水系環境整備事業 

(荒川下流河岸再生整備事業) 
② 

５．大谷川流域直轄砂防事業 ④ 

河川事業 

６．滝沢ダム建設事業 ④ 

１．国営常陸海浜公園 ④ 公園事業 

２．国営昭和記念公園 ④ 
 

   ※再評価理由 

     ①：事業採択後５年間が経過した時点で未着工の事業 

      ②：事業採択後１０年間が経過した時点で継続中の事業 

       ③：準備・計画段階で５年間が経過している事業 

       ④：再評価実施後５年間(公園事業は１０年間)が経過している事業 

       ⑤：社会情勢の急激な変化、技術革新等により再評価の実施の必要が生じた事業 
 

 

○事後評価対象事業 

 

 

 

 事 業 箇 所 名 

１．利根川水系総合水系環境整備事業(館林水辺環境整備事業) 

２．利根川水系総合水系環境整備事業(佐野水辺環境整備事業) 

３．荒川水系総合水系環境整備事業(自然創出事業(水辺の子供たち)) 

４．多摩川水系総合水系環境整備事業(昭島ワンド整備) 

河川事業 

５．多摩川水系総合水系環境整備事業(かわさき水辺の楽校) 

１．横須賀港 久里浜地区国内物流ターミナル整備事業 港湾事業 

２．横浜港 大黒地区航路・泊地整備事業 

営繕事業 １．農林水産研修所生活技術研修館 


